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相談者（本人、または代理者）

で？r ↓ h ·実確認

相 談 員（窓 口）

1苦情 ・ 相該を親身に11i，く。
2受け付けた苦情・相餃の内容を相駿員会譲に報告する。
3 ． 必要に応じ 、 当事者等に事実確認を行う。

籟 告

北曙大学•北翔大学翅罵大学聾

相談員会●

1事実閲係の確認をする。
2相談への対応方針を検討し 、 必要な措置を講ずる。
3相該者へ、 救済や問題解決にかかる手続きの説明をする。
4必要に応じ、 防止対策委員会へ報告する。
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↓ 醸告・助言

北翔大学•北翔大学短期大学親

キャンパス・ハラスメント防止対鑽饗員会
1事冥関係を調査し 、 当I亥調査結果等について相駿員に

報告をする。
2対応措置の検討をする。
3相談者への助言等を行う。
4被害者・加害者とされる者の意見等の違いを調停する。
5加害者とされる者への注意尊を行う。
6啓発その後の防止対策を請ずる。
7その他、 キャンバス・ハラスメントの防止等に関する

必要な業務を実篇する。

必要に応じ、理事畏へ報告
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	ハラスメントリーフレット
	ハラスメントリーフレット裏



